
 

愛知県障害者施策審議会幹事会における防災対策への取組について 

 

１ 趣旨 
 
  障害者基本法の一部改正等に伴い、平成 25 年４月１日から愛知県障害者施策審議会幹

事会（以下「幹事会」という。）の構成員に、防災関係職員及び市町村職員を追加する。

また、幹事会に防災対策部会を設置し、関係課室の連携により災害時の障害者対応に関

する取組の強化を図る。 

 

２ 背景・経緯 
 

○ 平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災において、宮城県の沿岸 13 自治体で

障害者手帳所持者の 3.5%に相当する 1,027 人の命が津波の犠牲となり、障害者手帳

所持者の死亡率は住民全体の2.5倍に上ったという調査結果がマスコミで報道された

が、この震災において災害時における障害者対応の重要性が改めて認識されることと

なった。 
 
○ 同年８月５日に公布された「障害者基本法の一部を改正する法律」においても、震

災時の教訓から、防災及び防犯に関する規定が新設され「国及び地方公共団体は、障

害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を営むことができるようにするた

め、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、防災及び防犯に関し

必要な施策を講じなければならない。」（同法第 26 条）こととされている。 
 
○ また、防災対策に対する障害者団体の関心も非常に高まっており、本年４月に愛知

県重度障害者団体連絡協議会から知事あての質問状として提出された「大規模災害時

における障害者対応についての公開質問」を始め、県内の障害者団体から災害時の障

害者対応に関する要請が数多く提出されている。また、「愛知県地域防災計画」、「市

町村災害時要援護者支援マニュアル」等についても、障害当事者の意見を反映した見

直しを行うよう、障害者団体からの要請があった。 

 
３ 県の対応について 
 
(1) 現状 

現在、愛知県障害者施策審議会の委員、幹事会ともに防災関係者は構成員に含まれ

ていない。また愛知県障害者計画は、県の障害者施策の根幹をなす計画であるが、現

行の計画は、障害者基本法改正前の平成 23 年６月に策定されたこともあって防災関連

の記述が全くないなど、災害時の障害者対応に関する県の取組は遅れており、近い将

来、東南海地震等が非常に高い確率で発生するといわれている現状からも、早急に取

組を実施する必要がある。 
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(2) 今後の対応 

幹事会の構成員に防災局の主管課長である防災危機管理課長及び「市長会（町村会）

副会長である市町村の障害担当課長」を新たに追加し、また、幹事会に防災対策部会

を設置する。 

防災対策部会の構成員及び所掌事務は、障害者基本法の関係規定、障害者団体から

の主な要請事項（別紙）等をふまえ、次のとおりとする。 

防災対策部会の構成員 備          考 

防 災 局 防 災 危 機 管 理 課 長
新たに幹事会の構成員とした上で部会の構成員とす

る。 

健 康 福 祉 部 地 域 福 祉 課 長

幹事会の構成員のうち災害時の障害者対応関係事務を

所管する課室の長を部会の構成員とする。 

〃   医務 国保課長

建 設 部 公 営 住 宅 課 長

教育委員会特別支援教育課長

名 古 屋 市 障 害 企 画 課 長 防災対策には市町村との連携が不可欠であるため、県

内市町村の代表として、部会の構成員とする。（市長会

（町村会）副会長である市町村の障害担当課長は、新

たに幹事会の構成員に追加） 

市長会（町村会）副会長である

市町村の障害担当課長 

障 害 福 祉 課 長 事務局として防災部会の庶務全般を担当 

【主な所掌事務】 

○ 障害者計画の改定に向け、同計画中に位置付ける災害時の障害者対応の取組に

ついて検討を行う。 

○ 県所管の防災関係の各種計画・マニュアル等に障害当事者の意見を反映させる

ための検討や情報交換を行う。 

○ 障害当事者の意見を参考として、県や市町村における災害時の障害者対応につ

いて課題の洗い出しや課題解決に向けた検討を行う。 

【防災対策部会会議】 

○ 会議の開催 

障害福祉課が召集し、年１回程度開催する。 

○ 会議内容 

災害時の障害者対応について、障害者団体からの要請や計画・マニュアル等へ

の意見について障害福祉課が年間の状況をとりまとめて報告し、これに基づき課

題の検討や情報交換を行う。障害者計画の改定年には、計画に位置付ける災害時

の障害者対応の取組についても合わせて検討を実施する。 

○ その他 

 部会における検討結果等は、幹事会の検討を経て、審議会の議題又は報告事項

とする。また、必要な情報を随時、障害者団体に提供する。 

 



 

障害者団体から要請のあった主な項目一覧 
 

主 な 項 目 の 内 容 担 当 課 室 

指定避難所（バリアフリー、プライバシー対策、障害の特

性に応じた対応、一時避難所として学校を使用する場合

等）について 

災 害 対 策 課 

教 育 委 員 会 

福祉避難所（整備計画等）について 地 域 福 祉 課 

仮設住宅（入居基準、バリアフリー対応、立地等）につい

て 
公 営 住 宅 課 

愛知県地域防災計画（障害当事者の参画、市町村への周知

等）について 
防災危機管理課 

災害時要援護者支援体制マニュアル（各市町村の支援体制

等）について 
地 域 福 祉 課 

災害時要援護者（安否確認のための情報共有等）について  地 域 福 祉 課 

災害時障害者支援におけるボランティアとの連携について 
地 域 福 祉 課 

障 害 福 祉 課 

 災害時医療（透析患者の通院等）について 医 務 国 保 課 

 

 

 

＜参 考＞ 

愛知県障害者施策審議会幹事会運営要領 

 

第１ 設置  

 愛知県障害者施策審議会の円滑な運営を図るために、幹事会を設置するものとする。 

 

第２ 組織 

 幹事会は、愛知県障害者施策審議会条例第５条に規定する幹事で組織するものとする。 

 

第３ 座長 

 幹事会には座長を置き、健康福祉部次長をもって充てるものとする。 

 

第４ 事務 

 幹事会の事務は、健康福祉部障害福祉課において処理するものとする。 
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健 康 福 祉 部 　次長（幹事会座長）　

知 事 政 策 局 　企画課長

総 務 部 　財政課長　　

県 民 生 活 部 　県民総務課長　　　　　　　　　　　　　

新規 防 災 局 　防災危機管理課長

健 康 福 祉 部 　健康福祉総務課長　　　　　　　　　　　

　医療福祉計画課長　

　地域福祉課長　　　

　児童家庭課長　　　

　子育て支援課長　　

　高齢福祉課長　　　

　障害福祉課長　　　

　障害福祉課　こころの健康推進室長

　健康担当局　医務国保課長

産 業 労 働 部 　産業労働政策課長　　　

　労政担当局　労働福祉課長

　労政担当局　就業促進課長

建 設 部 　建設企画課長　　　

　公園緑地課長　　　　　　　

　建築担当局　住宅計画課長

　建築担当局　公営住宅課長

　建築担当局　建築指導課長

　建築担当局　公共建築課長

教 育 委 員 会 　管理部　総務課長

　学習教育部　特別支援教育課長

　学習教育部　体育スポーツ課長

県 警 本 部 　交通部　参事官兼交通総務課長

愛 知 労 働 局 　職業安定部　職業対策課長

名古屋市健康福祉局 　障害福祉部　障害企画課長

新規 市 長 会 副 会 長 市 　障害担当課長

財団法人愛知県労働協会 　常務理事兼事務局長

は防災対策部会の構成員を表す。

職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名

　　　　　愛知県障害者施策審議会幹事名簿（変更後）　　H25.4.1～

 


